
㕥㮵医⒪⛉学大学 ぬせい剤・向⢭⚄⸆⟶⌮委員会つ⛬ 

 

㸦┠ⓗ㸧 

➨㸯᮲ このつ⛬は、㕥㮵医⒪⛉学大学㸦以下「ᮏ学」という。㸧ぬせい剤に㛵する⟶⌮ 

つ⛬➨㸱᮲及び向⢭⚄⸆に㛵する⟶⌮つ⛬➨㸱᮲➨㸰㡯に基づき、ぬせい剤・向⢭⚄

⸆⟶⌮委員会㸦以下「委員会」という。㸧のᴗ務・ᵓ成・㐠営➼を定め、ᮏ学におけ

るぬせい剤及び向⢭⚄⸆を⏝いる◊✲が安全かつ㐺切に⾜われ、委員会が円に㐠営

されることを┠ⓗとする。 

 

㸦ᴗ務㸧 

➨㸰᮲ 委員会は、ḟに掲げる事㡯について協㆟する。 

(㸯) ぬせい剤の安全⟶⌮についての⌮ㄽⓗ技⾡ⓗ問㢟に㛵すること 

(㸰) ぬせい剤の㐺ṇ使⏝➼に㛵すること 

(㸱) ぬせい剤の⣮失、事故➼に対する対応 

(㸲) ぬせい剤について、その他委員会が必せとㄆめたこと 

(㸳) 向⢭⚄⸆の安全⟶⌮についての⌮ㄽⓗ技⾡ⓗ問㢟に㛵すること 

(㸴) 向⢭⚄⸆の使⏝・保⟶・分与➼に㛵すること 

(㸵) 向⢭⚄⸆使⏝⪅の指導教⫱➼に㛵すること 

(㸶) 向⢭⚄⸆の⣮失、事故➼に対する対応 

(㸷) 向⢭⚄⸆について、その他委員会が必せとㄆめたこと 

 

㸦ᵓ成・任期㸧 

➨㸱᮲ 委員会は、㒊局㛗が指名するぬせい剤及び向⢭⚄⸆⟶⌮㈐任⪅㸦以下「⟶⌮㈐

任⪅」という。㸧の中から㑅出される。 

㸰 委員㛗は、学㛗が指名する。 

㸱 委員㛗は、委員会を⤫括し、委員会を代⾲する。 

㸲 千代崎、ⓑ子の両キャンパスにぬせい剤小委員会、向⢭⚄⸆小委員会をタ⨨できる。 

㸳 任期は㸯年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

㸦㐠営㸧 

➨㸲᮲ 委員会は、委員㛗が召㞟し、その㆟㛗となる。 

㸰 ㆟㛗に事故➼があるときは、委員から㆟㛗を㑅出する。 



㸱 委員会は、原則として年 1回㛤催する。ただし、委員㛗が必せとㄆめた場合は㝶時 

㛤催することができる。 

㸲 委員会は、委員の 3分の㸰以上の出席がなければ、会㆟を㛤き㆟Ỵすることができ 

ない。 

㸳 委員会の㆟事は、出席委員の㐣半数でỴし、可否同数のときは㆟㛗のỴするところ 

による。 

㸴 委員会は、委員以外の⪅の出席をồめ、その意ぢを⪺くことができる。 

 

㸦つ⛬の改廃㸧 

➨㸳᮲ このつ⛬の改廃は、大学協㆟会の㆟Ỵを⤒て⾜うものとする。 

 

㸦事務局㸧 

➨㸴᮲ 委員会に㛵する事務は、大学事務局庶務ㄢが担当する。 

 

㝃 則 

このつ⛬は、平成㸰㸲年㸱月㸯㸴日から施⾜する。 

 


